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E パターン
本文 =14.5Q　字間＝ 0.5H 行間＝ 8.32 H □段落 =18w × 37l（段間 =13mm）

□地柱 12Q 　文字アミ 80%
天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　
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受益権を複層化して、事業承継に利用
するという動きが散見されます。受益権
複層化信託には税務上解釈が難しい論点
があり、留意しなければならない点も多
いため、実際に活用するには慎重に検討
しなければなりません。

１．受益権複層化信託の活用場面

【事例】
●親族図

会長
甲

（69歳） （65歳）

配偶者
乙

A社社長
長男丙

（40歳） （35歳）

上場会社勤務
二男
丁

孫

● A社の状況
・�株式会社 A社の株主には上場会社も

いて、安定的な配当を行っている：
年配当金額 1,250 万円

・�会長甲は A社の発行済株式の８割を
所有しており、相続税評価額は１億
円
�　A 社は利益積立金はあるものの、コ
ロナ禍により資金繰りが厳しく、会長
は会社に１億円を貸し付けているが、
このままだと会長甲が亡くなった時に
は、相続財産として取り込まれてしま
う。
〔会長甲の予想相続財産〕
・A社株式評価額　　　　　　１億円
・A社に対する貸付債権額　　１億円
●相続対策
そこで、家族信託を利用して相続対策

ができないかを検討。
委託者　会長甲
受託者　�一般社団法人 X（論点ではな

いので言及しない。信託会社
でもよい）

信託を活用することで、受益権を「収

受益権複層化信託と
受益者連続型信託

国税専門官として税務調査に従事後、大手監査法人にて法定監査・株式公開のバックア
ップに従事。この頃から事業承継対策を専門とする。平成元年成田公認会計士事務所を
設立。2011年税理士法人おおたかを設立、代表社員に就任、現在特別顧問。公認会計士、
税理士、行政書士。

知っておきたい家族信託の税務連載！
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天＝ 25mm　　地＝ 23mm　　
ノド＝ 18mm　　小口＝ 16mm　

益受益権」と「元本受益権」に分割する
ことができる。
 株式の場合
・一般の株式
　�議決権、利益配当請求権、残余財産請求権　
→　分離できない

・受益権複層化信託　→　分離できる
利益配当請求権　　→　収益受益権
残余財産請求権　　→　元本受益権
議決権　　　　　　→　受託者

 社債の場合
・一般の社債
利息収入と満期償還を得る権利�
　→　分離できない
・受益権複層化信託　　→　分離できる
利息収入　　　　　　→　収益受益権
満期償還を得る権利　→　元本受益権

［ケース１］
Ａ社株式を受益権にして複層化
→　�株式の配当を収益受益権とする設

計
・委託者：会長甲
・信託譲渡資産：A社株式
・信託期間：10 年
・収益受益権（配当受益権）
　　受益者　会長甲
・元本受益権（株式）
　　後継者　長男丙に贈与

［ケース２］
A社に対する会長甲の貸付債権を社債
に変換　→�社債利息を収益受益権とす
る設計
（１）社債発行内容
・発行価額：１億円
・信託期間：10 年

・償還方法：満期一括
・�金　　利：10％（効果をみるために
市場金利状況では高い設定にしてある）

・無担保無保証
（２）信託契約内容
・委託者：会長甲
・信託譲渡資産：社債
・信託期間：10 年
・収益受益権（利息収入）
　　受益者　会長甲
・�元本受益権（満期償還を得る権利）
　　後継者　長男丙に贈与

２．信託受益権の複層化という方法

（１）民法上の所有権と信託
民法上の所有権は、「使用」「収益」「処

分」は可能ですが、分離することはでき
ません（民 206）。
しかし、信託を利用することで、①信

託財産の管理および運用によって生じる
利益を受ける権利（以下、「収益受益権」
という）と、②信託に関する権利のうち、
信託財産自体を受ける権利（以下、「元
本受益権」という）を異なる二者へ分離
することができ、これを「受益権が複層
化された信託」（複層化信託）と呼んで
います。
ただし、「収益受益権」と「元本受益権」

を分離するだけでは「複層化信託」とは
いえず、各々の権利が異なる者に帰属す
る状態になってはじめて「複層化信託」
となります。
（２）信託受益権の評価（財基通 202（３））
元本の受益者と収益の受益者が異なる

場合の信託受益権の評価は、「信託受益
権＝元本受益権＋収益受益権」となりま
す。すなわち、元本受益権の評価は、信
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託受益権－収益受益権となります。
「収益受益権」の評価は、課税時期の
現況において推算した受益者が将来受け
取るべき利益の価額ごとに、課税時期か
ら受益の時期までの期間に応ずる基準年
利率による複利現価率を乗じて計算した
金額の合計額で評価されます。

「信託受益権」＝「元本受益権」＋「収益

受益権」

「元本受益権」＝「信託受益権」－「収益

受益権」

「収益受益権」＝　課税時期の現況におい

て推算した受益者が将来受けるべき利益の

価額ごとに課税時期からそれぞれの受益の

時期までの期間に応ずる基準年利率による

複利現価率を乗じて計算した金額の合計額

（３）信託を活用したスキーム
「子どもに株式等を贈与したいが、贈
与すると配当が受け取れなくなる」、「次
世代への贈与を考えているが、移転コス

トがかかりすぎる」このようなことで悩
んでいる経営者は少なからず存在しま
す。
株式・債券等を信託することで、収益

（配当・利息等）を受け取る権利と元本
部分に分離させることができます。そし
て、次のようなスキームが可能です。
（４）スキーム事例のイメージ

＜現状＞

株式・債券所有者 株式・債券の経済的価値
オーナー 元本部分　収益（配当）

＜信託の設定＞
信託財産 株式および社債（貸付債権を社債に転換）１億円
年間配当 1,000万円 社債年間利息　10％＝1,000万円
信託期間 10年

・委託者 オーナー
・受託者 信託会社等
・収益受益者 オーナー
・元本受益者 後継者

委託者 受託者
オーナー 信託会社等

収益受益者 元本受益者
オーナー 後継者

財産の元本部分だけ（元本受益権）を
後継者長男丙に贈与します。

収益 複利現価率 Ａ×Ｂ 収益受益権評価 元本受益権評価 信託財産評価
（Ａ） （Ｂ） （オーナー） （後継者）

設定時 94,340,000 5,660,000 100,000,000
1年目 10,000,000 0.999 9,990,000 84,350,000 15,650,000 100,000,000
2年目 10,000,000 0.998 9,980,000 74,370,000 25,630,000 100,000,000
3年目 10,000,000 0.985 9,850,000 64,520,000 35,480,000 100,000,000
4年目 10,000,000 0.980 9,800,000 54,720,000 45,280,000 100,000,000
5年目 10,000,000 0.975 9,750,000 44,970,000 55,030,000 100,000,000
6年目 10,000,000 0.971 9,710,000 35,260,000 64,740,000 100,000,000
7年目 10,000,000 0.901 9,010,000 26,250,000 73,750,000 100,000,000
8年目 10,000,000 0.888 8,880,000 17,370,000 82,620,000 100,000,000
9年目 10,000,000 0.875 8,750,000 8,620,000 91,380,000 100,000,000
10年目 10,000,000 0.862 8,620,000 0 100,000,000 100,000,000

94,340,000

時間の経過と共に逓減していきます

94,340,000 収益受益権（オーナー）

元本受益権（後継者）
5,660,000 時間の経過と共に逓増していきます

100,000,000
時の経過

複利現価率は国税庁ＨＰより

（単位：円）
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収益受益者である会長甲は、引き続き、
収益（配当・利息）を受け取ることがで
きます（信託期間中）。
元本受益権と収益受益権を分離させる

ため、収益受益権の分だけ価値を下げて
贈与できます。
※信託設定時に元本受益者を「子」と

するため、父から子への元本受益権に対
する贈与課税が生ずることになります。
（５）事例の１億円の評価計算
①　収益受益権の価額

9,434 万円�（予測利益の現在価値）
②　元本受益権

１億円－① 9,434 万円＝ 566 万円
Ａ社株式の相続税評価額　１億円　⇒�

元本受益権の価額　566 万円　で贈与が
可能
（６）収益受益権の評価
基準年利率による複利現価率は国税庁
で公表されています（https://www.nta.
g o . j p / l a w / t s u t a t s u / k o b e t s u /
hyoka/210519/01.htm）。
各年の収益金額は受領する金額により

ます。本事例では年間 1,000 万円なので、
この金額を基礎として 10 年間で受け取
るべき金額を一定の割引率で割り引いて
収益受益権価額を算出します。
◆財産評価基本通達 202 信託受益権の評価

（３）元本の受益者と収益の受益者とが
異なる場合においては、次に掲げる価
額によって評価する。
　イ�　元本を受益する場合は、この通

達に定めるところにより評価した
課税時期における信託財産の価額
から、ロにより評価した収益受益
者に帰属する信託の利益を受ける

　　�権利の価額を控除した価額

　ロ�　収益を受益する場合は、課税時
期の現況において推算した受益者
が将来受けるべき利益の価額ごと
に課税時期からそれぞれの受益の
時期までの期間に応ずる基準年利
率による複利現価率を乗じて計算
した金額の合計額

（７）�「推算した受益者が将来受けるべき
利益の価額」意義

ポイントは受益者が将来受けるべき価
額を合理的に推算できる根拠が必要だと
いうことです。この計算は、①元本に比
して、収益金額が大きい場合には、それ
だけ収益受益権が高く評価され、元本受
益権がそれだけ低額となります。また、
②信託期間が長ければ長いほど、それだ
け収益受益権が高く評価され、元本受益
権がそれだけ低額となります。
委託者が高齢にもかかわらず、信託期

間が推定生存年齢よりも長い場合には、
信託期間の合理性の問題が生じます。委
託者が 80 歳と高齢なのに、30 年の信託
期間を設定することは妥当ではないと思
われます。
（８）その他の留意点
①　ケース１の留意点

株式配当なので、年次によって配当金
額が変動するおそれがあり、合理的に推
算できるかという問題があります。
しかし、「A 社の状況」にもあったよ

うに、株主に上場会社が名を連ねてお
り、毎期継続的な配当が義務付けられて
いるという面はあります。
②　ケース２の留意点
社債の利率は発行時に決定されている
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ので、合理的に推算できると言いきれる
かもしれません。
実務的な事例とすれば、土地に賃借権

を設定して、定期借地として第三者に賃
貸するようなケースでは、長期にわたり
確定した利回りが算定できるので、合理
的に推算されると思われます。
金利が高ければそれだけ効果が出るの

で、本事例では効果を検証するために市
場金利よりも高い金利で設定しています
が、現実には市場金利に配慮して設定し
ないと「現況において推算した」ことと
みなされない場合があります。

３．�受益者連続型信託の特例�
（相法９の３）

（１）受益者連続型信託の基本税務
受益者連続型信託とは、受益者の死亡
その他の事由により他の者が新たに受益
権を取得する旨の定めのある信託、受益
者の死亡その他の事由により順次他の者
が受益権を取得する旨の定めのある信
託、受益者指定権等を有する者の定めの
ある信託その他これらの信託に類するも
のをいいます。
相続税法上では、次のとおり、信託法

91 条の受益者連続型信託のみならず、
同様の効果を有する信託を、「受益者連
続型信託」として取り扱うこととされて
います（相法９の３①、相令１の８）。

①�　信託法 91 条に規定する受益者の死亡
により他の者が新たに受益権を取得する
定めのある信託（いわゆる後継ぎ遺贈型
の受益者連続の信託）

②�　信託法 89 条に規定する受益者指定権
等を有する者の定めのある信託

　受益者を指定し、またはこれを変更する
権利（「受益者指定権等」という）を有す
る者の定めのある信託を指します。

③�　受益者等の死亡その他の事由により、
受益者等の有する信託に関する権利が消
滅し、他の者が新たな信託に関する権利
を取得する旨の定め（受益者等の死亡そ
の他の事由により順次他の者が信託に関
する権利を取得する旨の定めを含む）の
ある信託（①に該当するものを除く）

④�　受益者等の死亡その他の事由により、
当該受益者等の有する信託に関する権利
が他の者に移転する旨の定め（受益者等
の死亡その他の事由により順次他の者
に、信託に関する権利が移転する旨の定
めを含む）のある信託

⑤　①から④までの信託に類する信託
　すなわち、死亡以外であっても、現受益
者の有する信託に関する権利が「一定の期
間の経過」に伴って消滅し、他の者が新た
な信託に関する権利を取得する定めのある
信託や、「ある事象の発生」を条件に当該
受益者等の有する信託に関する権利が他の
者に移転する旨の定めのある信託などにつ
いても受益者連続型信託に含めています。

（２）受益者連続型信託に係る課税実務
次の図において例えば、「A の死亡後

は B を受益者とし、B の死亡後は C を
受益者とする」旨の定めのある信託がこ
れに該当します。この場合、受益者 B
の死亡により受益権は受益者 C に移転
しますが、信託法上は委託者 A から受
益者 C に受益権が移転したものとして
取り扱います。
しかし、C が受益者となった時点で委

託者 A は既に死亡しているため、相続
税法では対応できません。そこで、相続
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税法では信託法の考え方とは異なり、次
のように課税します。

受益者Ｃ

Ｂの死亡によりＣが受
益権を取得（遺贈とみ
なして相続税を課税）

信託法上はＢの死亡によりＣ
はＡから受益権を取得する

受益者Ｂ
（相続人）

Ａの死亡によりＢが
受益権を取得（相続
税を課税）

委託者Ａ
（死亡）

信託財産 受益権

受託者

①�　最初の受益者 B が、委託者 A か
ら信託に関する権利を取得するにあ
たって、適正な対価を負担していな
い場合には、贈与によって取得した
ものとみなされ、受益者 B に対し、
贈与税が課税されます。また、委託
者 A の死亡に基因して最初の受益
者 B が取得することとなった場合
は遺贈によって取得したものとみな
され、受益者 B に相続税が課税さ
れます。

②�　次の受益者 C が、最初の受益者
B から信託に関する権利を取得する
にあたって、適正な対価を負担して
いない場合には、贈与により取得し
たものとみなされ、受益者 C に対
して贈与税が課税されます。また、
最初の受益者 B の死亡に基因して
次の受益者 C が取得することとな
った場合には遺贈によって取得した
ものとみなされ、受益者 C に相続
税が課税されます。

③�　次の受益者 C 以後の受益者につ
いても、上記②と同様とみなされ、
贈与税または相続税が課税されま
す。

④�　受益者が法人である場合で、その
法人が適正な対価を負担していない
ときは、法人への贈与があったもの

として、直前の受益者（その法人が
最初の受益者である場合には委託
者）に対し、みなし譲渡課税が行わ
れます（相法９の２①②、所法 59 ①、
67 の３③④）。

なお、遺贈により受益権を取得し、相
続税が課税される者が、その直前の受益
者の配偶者や一親等の血族でない場合に
は、相続税の２割加算の適用があります
（相法 18）。
（３）問題となる財産評価上の留意点
①�　信託受益権の評価にあたっての原則的考
え方

信託受益権については、信託期間終了
時において信託財産を受け取る権利とし
ての元本受益権と、信託期間中の利益分
配を受けることのできる権利としての収
益受益権とを分離して別々の受益者を指
定することができます。その場合、まず
収益受益権の価額を評価し、信託財産の
価額からその収益受益権の価額を控除し
た残額が元本受益権の評価額となります
（財基通 202）。
②�　受益者連続型信託に係る信託受益権の評
価の特例（相法９の３）

受益者連続型信託に関する権利の評価
にあたっては、受益者連続型信託から利
益を受けることのできる期間の制限が付
されていたり、その他権利の価値に作用
する制約が付されていたりする場合であ
っても、その制限は付されていないもの
として評価します。
また、異なる受益者が性質の異なる受

益者連続型信託に関する権利を有してい
る場合においても、収益に関する権利が
含まれている受益者連続型信託に関する
権利について上記の取扱いの適用があり
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ます。
したがって、例えば受益者連続型信託

に関する権利が元本受益権と収益受益権
に分かれている場合には、収益受益権の
価額はその信託財産の全部の価額とな
り、その結果、元本受益権の価額はゼロ
となります。

４．�受益者連続型信託に該当すると
されるケース

（１）後継受益者を定めている
信託契約書において後継受益者を定め
てしまうと、前述の３（１）受益者連続
型信託の基本税務①から④に該当するも
のとされ、受益者連続型信託とみなされ
てしまいます。
例えば、次のような信託契約書があっ

たとします。

第○条（受益者）

１�　収益受益権を有する者を収益受益
者、元本受益権を有する者を元本受
益者といい、各受益者は次の者とす
る。

　収益受益者：氏名　A

　�（昭和○○年○○月○○日生まれ）

　�元本受益者：氏名　委託者の長女 C
（昭和○○年○○月○○日生まれ）

２�　本信託終了以前に、収益受益者 A
が死亡したときは、元本受益者 C が
後継受益者となる。

第○条（本契約の終了）
　本契約は第○条により信託期間が満

了した場合に終了する。

上記（受益者）の条項の第２項がある
と、順次受益権が移転されるとして、受

益者連続型信託とみなされるおそれがあ
ります。
（２）�元本受益権は元本受益者の相続人

が相続により承継取得する
これは大阪国税局審理課大阪国税局審

理課インフォメーション（平成 20 年５
月 28 日）で公表されている事例です
（TAINS コード H200528　課税第一情報
大阪 115）。
この事例の【照会事項】は、元本受益

者が死亡したときには信託は終了せず、
元本受益権は元本受益者の相続人が相続
により承継取得する内容です。少し長い
ですが、重要ですので引用します。
（照会事項）信託受益権を元本受益権と収
益受益権に分割した場合の信託の課税関係
について
　契約書案によると、信託受益権を元本受
益権及び収益受益権に分割した信託（以下
「本信託」という。）を設定し、収益受益者
が死亡したときを信託の終了事由とし、元
本受益者が死亡したときには、信託は終了
せず、元本受益者の相続人が元本受益権を
相続により承継取得する。信託が終了した
ときは元本受益者が信託財産に属する財産
を取得する。
（回答要旨）
　本信託は、収益受益者が死亡した場合、
信託終了となり、収益受益権は消滅し、元
本受益者が信託設定時に生じている元本受
益権である信託財産を取得することとな
る。このため、収益受益権に関しては、原
則として当初の収益受益者のみが受けるも
のであり、次の収益受益者に受益権が新た
に発生あるいは移転することがない。
　一方、元本受益者が死亡した場合、元本
受益者の相続人が当該元本受益権を相続に
より承継取得することとなる。したがって、
本信託が終了しない間は、元本受益者の死
亡により当該元本受益権は相続により順次
移転（承継）していくこととなる。信託に
関する権利が移転する信託で受益者連続型
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信託に該当するものは、相続税法施行令第
１条の８第２号に「受益者等の有する信託
に関する権利が他の者に移転する旨の定め
（受益者等の死亡その他の事由により順次
他の者に信託に関する権利が移転する旨の
定めを含む。）のある信託」と規定されて
いるが、本信託については、信託に関する
権利である元本受益権が信託行為によるこ
となく相続により移転するものであるた
め、同号に規定する信託に該当しないもの
と考える。
　しかしながら、受益権が順次移転すると
いう点では、本信託の効果は実質的に相続
税法施行令第１条の８第２号に規定する信
託と同様であることから、本信託は同条第
３号に規定する「前２号に掲げる信託以外
の信託でこれらの信託に類するもの」に該
当すると解するのが相当である。
　したがって、本信託は相続税法第９条の
３第１項に規定する受益者連続型信託に該
当することとなる。

このように、元本受益者が死亡して受
益権が相続されたとしても、受益者連続
型信託に該当してしまうという事例が示
されています。この趣旨は前述の３（１）
受益者連続型信託の基本税務①から④に
該当しないものであっても、⑤の「類す
る信託」に該当すれば、受益者連続型信
託と判定されてしまいます。そしてこの
「類する信託」とはどのようなものなの
か、これ以上に解説されたものはありま
せん。政令解釈は課税当局がまず行うも
のなので、受益者連続型信託に該当しな
いように信託契約書を作成するならば、
「類する信託」に該当しないように特に
留意しなければなりません。行き過ぎた
節税対策は防止するという趣旨でしょう
か。

５．�事例による複層化された信託の
リスクを検証

考えられることとして、①収益受益者
である親が先に亡くなる場合、②元本受
益者である子が先に亡くなる場合が想定
されます。
（１）収益受益者（親）が死亡した場合
①　受益者連続型信託に該当する場合

イ）信託は終了
ロ�）収益受益権において元本受益者が
後継受益者となる旨を定めている場
合

　�　信託期間中に収益受益者（親）が
死亡した場合には、信託は終了し、
収益受益権についてその権利を受け
取ったものが「遺贈」により取得し
たものとみなされ、相続税の課税対
象となります（相法９の２④）。

②　収益受益権の評価

上記の場合には、収益受益権には一種
の条件付、制約付であっても、そのよう
な制約は付していないとみなされ、その
全受益権（信託財産全体の評価額）に対
して課税されることになります。この場
合には財産評価基本通達 202（３）�ロで
はなく、元本受益権はゼロとして評価さ
れます（相基通９の３- １（３））。
（２）�元本受益者（子）が収益受益者（親）

よりも先に死亡した場合
①　後継受託者を定めていない場合

信託契約書に、「収益受益者が死亡し
た時に信託は終了するが、元本受益者が
死亡した時は信託は終了せず、元本受益
権は元本受益者の相続人が相続により承
継取得する」と記載されていた場合、信
託に関する権利である元本受益権が信託
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行為によることなく相続により移転する
ことになります。
後継受益者の定めがないので、受益者

連続型信託とはならないと考えられます
が、前述の大阪国税局審理課インフォメ
ーションには留意が必要です。
②　受益者連続型信託に該当する場合

受益権が順次移転するという点を捉え
ると、この内容は実質的には相続税法施
行令第１条の８第２号と同様であると考
えられてしまう可能性があります。そう
すると、「前２号に掲げる信託以外の信
託でこれらの信託に類するもの」（相令１
の８③）に該当してしまいます。
（３）�本事例が受益者連続型信託に該当

した場面の課税関係まとめ
①　信託設定時

通常、長男丙は委託者（会長甲）から
元本受益権を贈与により取得したものと
みなされ、贈与税が課税されます。
ただし、元本受益権の後継受託者の定

めのある信託契約では受益者連続型信託
とみなされるため、元本受益権の価額は
ゼロとなります（相基通９の３- １）。
そこで、信託設定時には課税は行われ

ません。
②　収益受益者（会長甲）の死亡時

収益受益者（会長甲）が死亡した場合
には、収益受益権についてその権利を受
け取った者が「遺贈」により取得したも
のとみなされ、相続税課税対象となりま
す（相法９の２④）。この時の評価額は、
受益権の全額になります。
③�　信託期間中の元本受益者（長男丙）の死
亡時

元本受益者（長男丙）の相続人（例え
ば孫）は元本受益者（長男丙）から遺贈

により取得したものとみなされ、相続税
が課税されることになります。ただし、
この場合の元本受益権はゼロとなります
（相法９の３①）。
④�　信託終了時（元本受益者は生存中と仮
定）

元本受益権は価値を有しないとみなさ
れます（相法９の３①）。そこで①のよう
に、設定時は課税は行われません。
信託期間中は贈与税または相続税の課

税関係は生じません。
しかし、信託が終了し、元本受益者（長

男丙）が当該信託の残余財産の給付を受
けることになった場合、元本受益者（長
男丙）は収益受益者（会長甲）から贈与
により取得したものとみなされ、贈与税
または相続税が課税されます（相基通９
の３- １（注））。
この場合の評価は、受益権全額となり

ます。
（４）�受益者連続型信託以外の信託で、

信託法 164 条《委託者及び受益者
の合意等による信託の終了》の規
定により終了した場合

当該元本受益者が、当該終了直前に当
該収益受益者が有していた当該収益受益
権の価額に相当する利益を当該収益受益
者から贈与によって取得したものとして
取り扱うものされます（相基通９-13）。
そこで、当初設定時に元本受益権の贈

与は行われていますので、合意終了すれ
ば、その時点で収益受益権の贈与があっ
たものとして扱われます。

６．参考信託契約書

以下のように、後継受益者を定めない
でおけば、受益者連続型信託ではない信
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託になる可能性はあるのではないかと思
われます。

第○条（信託の終了）

１�　本信託は、信託法第 163 条第１号
から第８号に定める事由のほか、以
下の事由によってのみ終了する。

　（１）�本信託期間が満了したとき

　（２）�委託者、受益者及び受託者が本
信託を終了させる旨を合意した
とき

　（３）��委託者又は受益者が死亡した場
合

第○条（信託の終了）

１�　受託者は、本信託が終了したとき
は、信託法第７章第２節の規定に従
い、本信託の清算を行う。

２�　本信託財産に係る残余財産の帰属
は、次の号に定めるとおりとする。

　（１）元本受益権　　　元本受益者

　（２）収益受益権　　　収益受益者

※�受益者は各々遺言で帰属先を決めておくとい

う方法も考えられます。

個々の事案により判断の内容が微妙に
なりますので、検討実行する際には国税
当局に必ず照会をされることをお薦めし
ます。
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【凡　例】
相法　　　相続税法
相令　　　相続税法施行令
所法　　　所得税法
財基通　　財産評価基本通達
民　　　　民法

【条・項・号の略について】
条……算用数字
項……マル付き数字
号……漢数字
例）信託法第 21 条第２項第４号　⇒　信 21 ②四
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